
社会福祉法人の施設等整備事業助成に適用する補助金に関する取扱要綱 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、社会福祉法人の助成に関する条例施行規則（平成６年西宮市規則第

５号。以下「規則」という。）の規定に基づき、社会福祉法人が行う規則第２条第１項に

規定する施設等整備事業に対する補助金（以下「補助金」という。）の取扱いに関し必要

な事項を定める。 
（公共団体等の補助金） 
第２条 社会福祉法人が公共団体等の補助金に併せて本市の補助金の交付を受けようとす

る場合は、市長に事前に協議するとともに、当該団体等から交付を受けようとする補助

金の額を報告しなければならない。 
２ 前項に規定する公共的団体等の補助金とは、日本自転車振興会、日本小型自転車振興

会、日本船舶振興会、中央競馬馬主社会福祉財団その他これに類似する助成団体の補助

金をいう。 
（補助金の交付決定に付す条件） 
第３条 規則第７条に規定する必要な条件は、当該施設等整備事業完了日以後３箇年の各

年４月１日現在における当該施設等の本市市民の利用者数を利用者総数でそれぞれ除し

て得た数値（小数点以下第３位を四捨五入した数値とする。）を３箇年で平均したもの（以

下「本市市民の利用率」という。）が０．７５を超えていることとする。ただし、補助金

が障害福祉施設の整備に関わるものについては利用予定者等の状況を勘案し補助金の交

付決定額に応じた必要な条件を付すものとする。 
（補助金の交付決定の一部取り消し） 
第４条 市長は、前条により付した条件に違反していると認めるときは、補助金などの取

扱いに関する規則（昭和 58 年西宮市規則第 81 号）第 16条第１項第２号の規定に基づき、

補助金の交付決定の一部を取り消すことができる。 
２ 前項の規定により取り消す額は、次の方法により算出した金額とする。この場合にお

いて、１万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 
補助金交付決定額×（１－本市市民の利用率－０．２５） 

３ 第１項の規定による変更後の交付決定額を超えて既に補助金の交付を受けている社会

福祉法人は、当該超える額を市長に返還しなければならない。 
（助成の対象となる整備事業等） 
第５条 規則別表第１の１に規定する市長が特に必要と認めるものは、同項国通知別紙「社

会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」第２の６（１）エに規定される地域交流

スペース（保護施設等に整備するものを除く）及び障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律施行規則（平成 18 年２月 28 日厚生労働省令第 19 号）第５条

に規定される施設その他これらに類する施設とする。 



２ 規則別表第１の３に規定する市長が特に必要と認めるものは、同表の１に規定する整

備のために必要な仮設施設の整備等をいう。 
３ 規則別表第１の４に規定する市長が特に必要と認めるものは、次の表の整備区分ごと

に掲げる整備内容をいう。 
整備区分 整備内容 
創  設 新たに施設を整備すること。 
増  築 既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。 
増 改 築 既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに

既存施設の改築整備（一部改築を含む。）をすること。 
改  築 既存施設の改築整備（一部改築を含む。）をすること。 

４ 規則別表第１の６に規定する市長が特に必要と認めるものは、既設建物の解体工事、

用地整地工事、外溝工事、テレビ電波障害対策経費、空調工事その他これらに類する工

事等及び老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号。以下この項において「法」という。）第

20 条の５に規定する特別養護老人ホームに併設される法第 20 条の６に規定する軽費老

人ホーム（同表の４に規定する軽費老人ホームを除く。）の整備をいう。 
（借入金の利息等の補助） 
第６条 社会福祉法人が交付決定に係る補助金を分割交付を受けることにより当該補助金

相当額の一部を独立行政法人福祉医療機構又は市長が認める金融機関から借入れを行う

場合においては、市長は、当該借入金に係る利息（兵庫県が行う利子補給部分を除く。）

及び直接経費相当額を補助することができる。 
２ 前項の場合において、市長は、社会福祉法人が当該借入金を償還するときに当該補助

金を交付するものとする。 
 

付 則 
１ この要綱は、平成６年７月１日から実施する。 
２ 社会福祉法人施設整備費助成要綱（昭和 63 年４月１日施行）は廃止する。 

付 則 
１ この要綱は、平成 10 年９月４日から実施する。 
２ 改正後の第６条の規定は、この要綱の実施の日以後に着手される社会福祉施設等整備

事業に対する補助金に適用する。 
付 則 

１ この要綱は、平成 16 年３月 29 日（以下「施行日」という。）から施行する。 
２ 改正後の要綱の規定は、施行日以後の申請に係る補助金について適用し、施行日前の

申請に係る補助金については、なお従前の例による。 
付 則 

１ この要綱は、平成 20 年 11 月７日（以下「施行日」という。）から施行する。 



２ 改正後の要綱の規定は、施行日以後の申請に係る補助金について適用し、施行日前の

申請に係る補助金については、なお従前の例による。 
付 則 

１ この要綱は、平成 30 年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 
２ 改正後の要綱の規定は、施行日以後の申請に係る補助金について適用し、施行日前の

申請に係る補助金については、なお従前の例による。 
  付 則 
１ この要綱は、令和元年９月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 
２ 改正後の要綱の規定は、施行日以後の申請に係る補助金について適用し、施行日前の

申請に係る補助金については、なお従前の例による。 


